
20.  3.  15

�

�

�

�

�������������������������

�������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� �������������������������������������������������������������

　
　

年
第
１
回
市
議
会
定
例
会
が

２０
３
月
３
日
（
月
）
〜　

日
（
木
）

２７

の　

日
間
の
日
程
で
開
催
中
で
す
。

２５
今
回
の
議
会
に
上
程
さ
れ
た
市
長

提
出
議
案
は
次
の
通
り
で
す
。

　

▼
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
規
約
の
一
部
を
変
更
す
る

規
約
▼
平
成　

年
度
東
久
留
米
市

１９

下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）
▼
東
久
留
米
市
下
水

道
事
業
特
別
会
計
条
例
▼
東
久
留

米
市
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る

条
例
▼
東
久
留
米
市
介
護
保
険
条

　
　

年
４
月
１
日
か
ら
後
期
高
齢

２０
者
医
療
制
度
が
発
足
す
る
こ
と
に

伴
い
、
３
月　

日
（
祝
）
〜
３
月

２０

末
に
新
し
い
被
保
険
者
証
（
保
険

証
）
を
配
達
記
録
郵
便
で
お
送
り

し
ま
す
。
新
し
い
保
険
証
は
、
一

人
１
枚
交
付
さ
れ
ま
す
。

対

象

と

な

る

方

　

３
月　

日
の
時
点
で
、　

歳
以

３１

７５

上
の
方
と
、　

歳
以
上　

歳
未
満

６５

７５

で
老
人
保
健
法
に
よ
る
障
害
認
定

を
受
け
て
い
る
方
で
す
。

　

４
月
１
日
以
降
に　

歳
に
な
る

７５

方
に
は
、　

歳
の
誕
生
日
ま
で
に

７５

新
し
い
保
険
証
を
お
送
り
し
ま
す
。

医

療

機

関

で

は

　

４
月
１
日
以
降
に
医
療
機
関
に

掛
か
る
場
合
に
は
、
新
し
く
届
い

た
保
険
証
を
窓
口
で
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。
こ
れ
ま
で
は
「
健
康
保

　

４
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
制
度

が
一
部
改
正
さ
れ
る
た
め
、
保
険

証
の
有
効
期
限
が　

年
３
月　

日

２０

３１

で
次
の
①
〜
③
に
該
当
す
る
方
に

新
し
い
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
（
保
険
証
）
を
送
り
ま
す
。

険
証
」
と
「
老
人
保
健
法
に
よ
る

医
療
受
給
者
証
」
を
一
緒
に
使
用

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
４
月

以
降
は
保
険
証
が
１
枚
と
な
り
ま

す
。古

く

な

っ

た 

保

険

証

等

は

　

お
手
元
の
「
老
人
保
健
法
に
よ

る
医
療
受
給
者
証
」
に
は
有
効
期

限
は
記
載
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
法
改
正

に
よ
り
、
４
月
か
ら

は
一
切
使
用
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
無
効

と
な
っ
た
医
療
受
給

者
証
は
ご
自
分
で
適

宜
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
健
康
保
険
証
」も
４
月
か
ら
は

使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
市
の

国
民
健
康
保
険
の
方
は
、
３
月
末

に
有
効
期
限
が
切
れ
た
後
、
市
役

所
へ
来
庁
さ
れ
た
際
に
、
保
険
年

金
課（
市
役
所
１
階
）へ
ご
返
却
く

だ
さ
い
。
市
の
国
民
健
康
保
険
以

外
の
方
は
、
喪
失
に
伴
う
手
続
き

が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

加
入
し
て
い
る
健
康

保
険
の
担
当
部
署
に

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

制
度
内
容
等
に
つ

い
て
は
、
電
話
ま
た

は
電
子
メ
ー
ル
で

「
広
域
連
合
お
問
合

せ
セ
ン
タ
ー
」�
０

５
７
０
・
０
８
６
・

５
１
９
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

※
個
人
情
報
を
含

む
内
容
に
は
お
答
え

で
き
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
保
険
年

金
課
高
齢
者
医
療
係

�
４
７
０
・
７
８
４
６
へ
。

①　

歳
以
上
の
方
と　

歳
以

７５

６５

上
で
老
人
医
療
受
給
中
の
方

が「
世
帯
主
」で
、
そ
の
ご
家
族

が
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

　

４
月
１
日
か
ら　

歳
以
上
の
方

７５

を
対
象
と
し
た
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
が
創
設
さ
れ
、
現
在
老
人
医

療
受
給
中
の
方
は
全
員
こ
の
医
療

制
度
に
加
入
し
、
国
民
健
康
保
険

を
脱
退
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
「
世
帯
主
」が
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
該
当
す
る
と
、「
普
通
世

帯
」
か
ら
「
擬
制
世
帯
」
へ
と
切

り
替
わ
り
ま
す
。
保
険
証
の
世
帯

主
名
は
今
ま
で
と
変
わ
り
あ
り
ま

せ
ん
が
、「（
被
保
険
者
で
な
い
世

帯
主
）」と
表
記
さ
れ
ま
す（
注
１
）。

　
（
注
１
）
…
国
民
健
康
保
険
（
国

保
）
に
加
入
す
る
と
国
民
健
康
保

険
税
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
世
帯
主
」
が
国
保
に
加
入
し
て

い
な
く
て
も
、
世
帯
の
中
に
一
人

で
も
国
保
被
保
険
者
が
い
れ
ば
、

「
世
帯
主
」
が
納
税
義
務
者
と
な

り
ま
す
。
こ
の
「
世
帯
主
」
の
こ

と
を「
擬
制
世
帯
主
」と
い
い
ま
す
。

②
４
月
１
日
現
在
、　

歳
以
上

６５

で
、
退
職
者
医
療
制
度
に
ご
加

入
の
方
（
若
草
色
の
保
険
証
）

　

４
月
１
日
か
ら
加
入
対
象
年
齢

が　

歳
未
満
と
な
り
ま
す
。
４
月

６５

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド 

で
の
支
払
い
が
可
能
に
！

　

２
月
か
ら
国
民
年
金
保
険
料

の
支
払
い
が
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
で
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会

社
が
保
険
料
を
定
期
的
に
立
て

替
え
払
い
し
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
会
社
か
ら
カ
ー
ド
会
員
に

保
険
料
を
請
求
す
る
方
法
で
す
。

金
融
機
関
の
窓
口
で
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
を
直
接
提
示
し
て
保

険
料
を
支
払
う
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
ま
た
、
過
去
の
未
払
い

分
に
つ
い
て
は
ご
利
用
に
な
れ

ま
せ
ん
。
な
お
、
こ
の
サ
ー
ビ

ス
は
２
月
１
日
か
ら
受
け
付
け

を
開
始
し
て
い
ま
す
（
取
り
扱

い
は
３
月
分
保
険
料
か
ら
）。

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
支

払
い
を
ご
希
望
の
場
合
は
、
事

前
に
武
蔵
野
社
会
保
険
事
務
所

に
申
し
込
み
用
紙
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

▼
対
象
と
な
る
保
険
料　

「
定
額
保
険
料
」
お
よ
び
「
付

加
保
険
料
付
き
の
定
額
保
険

料
」

　

※
保
険
料
の
一
部
免
除
を
受

け
て
い
る
方
は
利
用
で
き
ま
せ

ん
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払

い
は
、
口
座
振
替
割
引
が
適
用

さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
カ
ー
ド

会
社
へ
の
支
払
い
回
数
は
１
回

の
み
で
す
。

　

▼
支
払
方
法　

①
毎
月
支
払

い
②
１
年
前
納
（　

年
度
の
申

２０

し
込
み
は
２
月
末
日
で
締
め
切

ら
れ
て
い
ま
す
）
③
半
年
前
納

の
３
種
類
の
か
ら
選
べ
ま
す

　

▼
申
し
込
み
方
法　

申
し
込

み
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
武
蔵
野
社
会
保

険
事
務
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
申
し
込

み
用
紙
は
同
事
務
所

ま
た
は
市
保
険
年
金

課
（
市
役
所
１
階
）

に
あ
り
ま
す
（
同
事

務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
）

　

詳
し
く
は
武
蔵
野

社
会
保
険
事
務
所�
０
４
２

２
・　

・
１
４
１
１
へ
。

５６

１
日
で　

歳
以
上
の
方
お
よ
び
そ

６５

の
被
扶
養
者
は
、
退
職
者
医
療
制

度
の
保
険
証
（
若
草
色
）
か
ら
一

般
の
保
険
証
（
サ
ー
モ
ン
色
）
に

変
更
に
な
り
ま
す
。

③　

歳
〜　

歳
で
一
部
負
担

７０

７４

金
割
合
が
「
１
割
」
の
方

　

４
月
〜　

年
３
月
の
１
年
間
、

２１

医
療
機
関
等
で
の
窓
口
負
担
が
１

割
に
据
え
置
か
れ
ま
す
。
新
し
い

保
険
証
の
有
効
期
限
は　

年
３
月

２１

　

日
に
な
り
ま
す
。

３１
　

高
齢
受
給
者
証
の
一
部
負
担
金

割
合
は
毎
年
８
月
に
、
前
年
中
の

所
得
に
よ
り
判
定
さ
れ
ま
す
が
、

こ
の
判
定
で
一
部
負
担
金
割
合
が

変
更
と
な
る
方
に
は
、
変
更
し
た

被
保
険
者
証
を
７
月
末
ま
で
に
送

付
す
る
予
定
で
す
。

　　

な
お
、
更
新
に
よ
る
被
保
険
者

証
の
有
効
期
限
は
世
帯
の
状
況
に

よ
り
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

有
効
期
限
が　

年
９
月　

日
以
前

２１

３０

に
設
定
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
有

効
期
限
の
到
達
に
合
わ
せ
て
新
し

い
保
険
証
を
順
次
お
送
り
し
ま
す
。

　

※
滞
納
世
帯
主
等
に
対
す
る
特

別
措
置
に
該
当
す
る
方
に
は
、
別

途
通
知
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
保
年

金
資
格
係�
４
７
０
・
７
７
３
２

へ
。

市
議
会
定
例
会
を
開
催
中

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
▼
東
久
留
米

市
乳
幼
児
の
医
療
費
の
助
成
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
▼
東
久
留
米
市
ひ
と
り
親
家
庭

等
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
▼
東

久
留
米
市
青
少
年
委
員
設
置
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
▼
東
久
留
米
市
下
水
道
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
▼
平
成　
１９

年
度
東
久
留
米
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
４
号
）
▼
平
成　

年
度

１９

東
久
留
米
市
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
▼
平

成　

年
度
東
久
留
米
市
介
護
保
険

１９
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

▼
平
成　

年
度
東
久
留
米
市
下
水

１９

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

３
号
）
▼
平
成　

年
度
東
久
留
米

１９

市
受
託
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
１
号
）
▼
平
成　

年
度

２０

東
久
留
米
市
一
般
会
計
予
算
▼
平

成　

年
度
東
久
留
米
市
国
民
健
康

２０
保
険
特
別
会
計
予
算
▼
平
成　

年
２０

度
東
久
留
米
市
後
期
高
齢
者
医
療

特
別
会
計
予
算
▼
平
成　

年
度
東

２０

久
留
米
市
老
人
保
健
特
別
会
計
予

算
▼
平
成　

年
度
東
久
留
米
市
介

２０

護
保
険
特
別
会
計
予
算
▼
平
成　
２０

年
度
東
久
留
米
市
下
水
道
事
業
特

別
会
計
予
算

　

詳
し
く
は
議
会
事
務
局�
４
７

０
・
７
７
８
９
へ
。

納税にご協力を
　３月２５日（火）は、国民健康保険税

第９期の納期限です。最寄りの金融機

関・郵便局でお納めください。

　詳しくは納税課�４７０・７７３０へ。
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第
１
回

　

歳
以
上
の
方
へ

75後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

発
送
し
ま
す

 
国
民
健
康
保
険

保
険
証
の
有
効
期
限
が

　
　

年
3
月　

日
の
方
へ

20

31

　
　

新
し
い
保
険
証
を
発
送
し
ま
す

◆社会保険庁ホームページアドレス
http://www.sia.go.jp/

◆「広域連合お問合せセンター」メールアドレス
call@tokyo-kouikicenter.jp

《事前に電話でご予約を》

会　場予 約 開 始 日 等相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所
２階
相談室

午前８時半
から電話で 
３月までは
広報課
４月からは
生活文化課
�４７０・７７７７

（代）

３月２７日（木）
弁護士いずれも水曜日

午前１０時から
２日・９日

法 律 相 談
４月１０日（木）１６日・２３日

３月２８日（金）司法書士２日（水）午後１時から登 記 相 談

３月２８日（金）土地家屋調査士２日（水）午後１時から表 示 登 記 相 談

４月４日（金）税理士９日（水）午後１時から税 務 相 談

４月８日（火）人権擁護委員１６日（水）午後１時から人権身の上相談

４月１１日（金）宅地建物取引主任者１６日（水）午後１時から不 動 産 相 談

４月１７日（木）弁護士２３日（水）午後１時から交 通 事 故 相 談

４月３日（木）行政書士９日（水）午前１０時から
相続・遺言・成年
後見等手続相談

４月１８日（金）社会保険労務士２３日（水）午前１０時から年金・労災・雇用保
険・ 人事管理等相談

東久留米市 
商工会館

前日までに東久留米市商工
会�４７１・７５７７

市商工会
経営指導員

平日の
午前１０時～午後４時経 営 相 談

男女平等
推進

センター

午前９時から
電話で男女
平等推進セ
ンター
�４７２・００６１

３月１７日（月）女性
カウンセラー

いずれも月曜
日午後１時半
～４時半

７日・１４日女性の悩みごと
相 談 ４月７日（月）２１日・２８日

３月２１日（金）女性弁護士４日（金）午前９時半～
午後零時半

女性弁護士による
法 律 相 談

市役所１階
屋内ひろば

前日までに同協会事務局・桑原
建築設計事務所�４７６・１５１５

東久留米 
建築設計協会

９日（水）
午後２時～５時

耐 震 相 談

中央相談室�４７３・３６６７
（成美教育文化会館内教育センター）

教育相談員
午前１０時～
午後５時　
※電話相談も可

火曜～土曜日
教 育 相 談 室

滝山相談室�４７５・８９０９
（西中学校隣）月曜～金曜日

子育て支援課�４７０・７７３６母子自立支援員開庁日母 子 相 談

◆東久留米市の行政相談委員…小山正勝氏（小山、�４７１・３９５５）▽篠宮松美氏（南町、�４６５･１８３９）▽岡部佳子氏（幸町、�４７４・０３７９）

　※東京都でも、交通事故相談�０３・５３２０・７７３３やヤミ金被害者相談�０３・５３２０・
４７２７を行っています。予約制でなく当日受け付けのため、詳しくはお問い合わせを。

《直接会場へどうぞ》

会　場相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所１階
相談室

知的障害者相談員 ９日（水）午前１０時～正午知的障害者相談

身体障害者相談員 １１日（金）午前１０時～正午身体障害者相談

さいわい福祉
センター

さいわい福祉
センター指導員

２４時間随時�４７７・２７１１
心身障害者（児）
相 談

市役所２階 
相談室

獣医師１８日（金）午後１時半～２時半動物なんでも相談

市役所１階
ワークコーナー

ハローワーク
三鷹職員

開庁日の
午前９時～午後５時

職 業 相 談

市役所１階 
屋内ひろば

市住宅増改築等
斡旋事業登録団体協議会

１０日（木）
午前１０時～午後４時

住宅増改築相談

市役所２階
相談室消費生活相談員

平日の午前１０時～正午、午後1時～４時
※電話相談も可�４７３・４５０５

消 費 者 相 談

東久留米市
社会福祉協議会

市民ボランティア
相談員

月曜・水曜・金曜日の
午前１０時～午後４時
�４７４・４２９４

電話なんでも相談
（東久留米市社
会福祉協議会）

《訪問します》

ご自宅助産師
訪問希望の方は健康課
�４７７・００２２

妊婦訪問相談


